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令和５年度飼料の業務報告（令和５年４月から令和６年３月）

福島県農業総合センター安全農業推進部
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１　飼料業務の概要

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、県内に流通する飼料の製

造業者・輸入業者・販売業者への立入検査を行い、届出や表示事項、帳簿の備付け等の法令

遵守の確認や指導、及び収去した飼料の分析による安全性の確認、各種のガイドライン遵守

状況等を確認した。併せて、県内の各飼料製造・販売者等へ、届出等の指導等を行った。

２　飼料等販売業者からの届出（対象は本社が県内に所在する事業者）

飼料販売業者からは２３件、飼料添加物販売業者からは８件の届出があった(表１)｡

表１　届出件数

３　飼料の立入検査

（１）立入検査の結果

県内の飼料等製造事業場や飼料の販売事業場・保管施設等について、５４件の立入検査

入検査を実施した。使用原料や保管状況等による流通飼料の安全性確認及び表示事項、届

出事項、帳簿の備付け等業務における法令遵守の確認を行った（表２）。

また、「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン」や

「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について」の遵守状況確

認を行った。指導内容及び箇所数（件数）は下記のとおり計１８件であった。

ア 飼料等製造業者 ： （届出の不備：２件）

イ 飼料輸入業者 ： （届出の不備：１件）

ウ 飼料販売業者 ： １５件 （届出の不備：６件、ＢＳＥガイドライン遵守の不備

：９件）

なお、平成１７年１０月３１日付け１７消安第５６５６号農林水産省消費・安全局長通

知に基づく、平成１７年度からの飼料等製造事業場及び飼料保管施設への検査実施率は以

下のとおり。

・配混合飼料の製造事業場 ： ％ （１５／１７）

・単体飼料及び飼料添加物の製造事業場 ： ％ （４５／４９）

・飼料及び飼料添加物の保管施設 ： ％ （１９８／２０７）
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表２　検査結果

注１：飼料製造業者（上記以外）は本県での中継基地を示す。
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（２）収去検査

立入検査において、配合飼料５件、混合飼料１件、単体飼料４件、合計１０件を収去し

飼料の安全性及び栄養性を検査した。

いずれも正常なものであることが確認された（表３、表４）。

（３）重量検査

単体飼料２件で実施した。異常は認められなかった。

表３　収去品の安全性に関する検査結果
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表４　収去品の栄養性に関する検査結果

４　飼料の違反内容と処置及び指導事項

（１）違反内容と処置（行政指導）

　　　該当なし。

（２）その他の指導事項

　　　業者２件について、ホームページ上で無届の飼料販売を確認した。このため、立入を行

い、飼料の法令の説明及び新規届の提出指導を行った。

なお、その場で新規届２件が提出され、受理された。
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